
1

○

婦
人
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
九
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
施
設
長
の
資
格
要
件
）

（
施
設
長
の
資
格
要
件
）

第
九
条

施
設
長
は
、
施
設
を
運
営
す
る
能
力
と
熱
意
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て

第
九
条

施
設
長
は
、
施
設
を
運
営
す
る
能
力
と
熱
意
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て

、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

社
会
福
祉
主
事
の
資
格
を
有
す
る
も
の
又
は
社
会
福
祉
事
業
若
し
く
は

一

三
十
歳
以
上
の
者
で
あ
っ
て
、
社
会
福
祉
主
事
の
資
格
を
有
す
る
も
の

更
生
保
護
事
業
に
三
年
以
上
従
事
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

又
は
社
会
福
祉
事
業
若
し
く
は
更
生
保
護
事
業
に
三
年
以
上
従
事
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）


